
四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則をここに公布する。 

平成２９年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第１８号 

  四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、四日市市こども子育て交流プラザ条例（平成２８年四日市市条

例第４３号。以下「条例」という。）第１３条の規定に基づき、条例の施行につい

て必要な「＾事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 四日市市こども子育て交流プラザ（以下「プラザ」という。）の開館時間は、

屋内施設については午前９時から午後９時まで、屋外施設については午前９時から

午後７時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更

することができる。 

（休館日） 

第３条 プラザの休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。ただし、市

長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することがで

きる。 

（施設） 

第４条 屋内施設及び屋外施設の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。  

(1) 屋内施設 交流室、多目的ホール、クッキングルーム、工作室、図書室、その

他屋内における利用スペース 

(2) 屋外施設 広場 

（小学校、中学校又は高等学校に類する学校） 

第５条 条例第４条第１号に規定するこれに類する学校とは、次の各号に掲げる学校

とする。 

(1) 特別支援学校 

(2) 高等専門学校（第１学年から第３学年までに限る。）  

（施設の使用） 

第６条 条例第４条各号に該当するもの（以下「使用者」という。）は、別表に掲げ

る区分に応じ、プラザの施設を使用することができる。ただし、保護者が同伴して



いない小学生以下の児童の使用は、５月から８月までの間は午前９時から午後５時

３０分までの間、それ以外の月は午前９時から午後５時までの間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第３条各号に定める事業を実施するため、

プラザの施設の使用を制限することができる。 

（団体登録の要件） 

第７条 条例第４条第４号に規定する市長の登録（以下「団体登録」という。）を受

けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

 (1) 子育て支援、子育て情報の共有又は子育てに関わる者の相互交流を主な活動目

的とする団体であること。 

 (2) 団体の構成員が３人以上であり、かつ、その過半数が本市に在住、在勤又は在

学していること。 

 (3) 団体登録を受けようとする年度の活動計画において、子どもに関わる事業の実

施が計画されていること。 

 （団体登録の申請） 

第８条 団体登録を受けようとするものは、あらかじめ四日市市こども子育て交流プ

ラザ使用団体登録申請書（第１号様式。以下「登録申請書」という。）により市長

に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、団体登録の可否を

決定し、四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録（不登録）決定通知書（第

２号様式）により、当該申請を行った団体（以下、次項において「申請団体」とい

う。）に通知するものとする。 

３ 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条の規定

にかかわらず不登録とすることができる。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す活動を行うおそれがあると認められる場合  

(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とすると認められる場合  

(3) 暴力団等反社会的活動と関係すると認められる場合  

４ 第２項の規定により団体登録を受けた団体（以下「登録団体」という。）は、登

録事項に変更があったときは、遅滞なく四日市市こども子育て交流プラザ使用団体

登録事項変更届（第３号様式）を市長に提出しなければならない。  

５ 登録団体は、団体登録を廃止し、休止し、又は再開するときは、遅滞なく四日市

市こども子育て交流プラザ使用団体登録廃止（休止・再開）届（第４号様式）を市

長に提出しなければならない。 



 （団体登録の更新） 

第９条 団体登録の有効期間は、団体登録を受けた日（以下「登録日」という。）か

ら登録日の属する年度の末日までとする。  

２ 登録団体は、有効期間の終了前に団体登録の更新を申請することができる。 

３  前項の更新の申請は、更新日（有効期間の末日の翌日をいう。次項において同

じ。）前２月から受け付けるものとする。 

４ 団体登録の更新を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件をすべて満

たすものとする。 

 (1) 第７条各号の要件を満たすこと。 

 (2) 更新の申請を行った時点において、現に受けている団体登録の有効期間内にお

いて、子どもに関わる事業を実施した実績があること。 

５ 第２項から第４項までに定めるもののほか、更新の手続については、前条の規定

を、更新を受けた団体登録の有効期間については、第１項の規定を準用する。  

（団体登録の抹消） 

第１０条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、団体

登録を抹消するものとする。 

(1) 登録団体が第８条第５項による登録団体廃止の届出をしたとき。 

(2) 登録団体が解散したとき、その他団体としての実態がないと認められるとき。 

(3) 登録団体の有効期間が終了したとき。 

(4) 虚偽又は不正な手段により、団体登録又はその更新を受けたとき。 

(5) 条例又はこの規則に違反したとき。 

（専用使用） 

第１１条 条例第５条第１項の規定により専用使用することができる施設及びその時

間は、別表において団体使用と定められた区分にある施設及び時間とする。 

（専用使用許可の申請） 

第１２条 条例第５条第２項の申請は、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許

可申請書（第５号様式）によるものとする。 

２ 前項の申請は、使用しようとする日（以下「使用日」という。）の属する月の初

日前３月から受け付けるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項に定める

期間前においても受付できるものとする。 

（専用使用許可の順位） 



第１３条 専用使用許可は、申請の順序とする。 

（許可書の交付） 

第１４条 市長は、第１２条第１項の申請について専用使用を許可したときは、四日

市市こども子育て交流プラザ施設使用許可書（第６号様式。以下「許可書」とい

う。）を当該申請を行った登録団体（以下、次項において「申請団体」という。）に

交付するものとする。 

２ 市長は、第１２条第１項の申請について使用を許可しないときは、四日市市こど

も子育て交流プラザ施設使用不許可通知書（第７号様式）により、申請団体に通知

するものとする。 

３ 専用使用許可を受けた登録団体（以下「許可団体」という。）は、専用使用の際

に、第１項の許可書を係員に提示してその指示を受けなければならない。  

（使用の変更及び取消し） 

第１５条 許可団体は、許可書に記載された事項を変更（使用日、使用時間区分及び

使用施設の変更を除く。）し、又は専用使用許可を取り消そう（使用日、使用時間

区分及び使用施設の変更を含む。）とするときは、四日市市こども子育て交流プラ

ザ施設使用変更（取消）許可申請書（第８号様式）に許可書を添えて、市長に申請

しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市

市こども子育て交流プラザ施設使用変更（取消）許可書（第９号様式）を当該申請

を行った許可団体に交付するものとする。 

（使用者の遵守事項） 

第１６条 プラザの使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲

げる事項を守らなければならない。 

(1) 使用を許可されていないプラザの施設、附属器具等（以下「施設等」とい

う。）を使用し、又は立ち入らないこと。 

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。  

(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき

損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。 

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。  

(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。  

（職務上の立入り） 

第１７条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。  



（施設等の損傷の届出） 

第１８条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に

届け出て、指示を受けなければならない。 

（使用後の届出及び点検） 

第１９条 使用者は、条例第１１条の規定により施設等を原状に回復したときは、速

やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。 

（運営協力委員会） 

第２０条 市長は、プラザの適正かつ円滑な運営を行うため、四日市市こども子育て

交流プラザ運営協力委員会（以下「運営協力委員会」という。）を置く。 

２ 運営協力委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

（補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条・第１１条関係） 

施設名 

使用時間の区分 

午前（午前

９時から正

午まで） 

午後（午後１時

から午後５時ま

で） 

夜 間 １ （ 午 後 ６

時 か ら 午 後 ７ 時

まで） 

夜 間 ２ （ 午 後 ７

時 か ら 午 後 ９ 時

まで） 

交流室 団体使用 

多目的ホ

ール 
一般使用 団体使用 

クッキン

グルーム 
団体使用 

工作室 団体使用 

図書室 一般使用 団体使用 

 



（備考） 

１ 「一般使用」の区分は、すべての使用者が使用することができる。  

２ 「団体使用」の区分は、登録団体のみ使用することができる。ただし、当該区分

において、専用使用の許可を受けた登録団体がある場合は、当該登録団体以外の

登録団体は、使用することができない。 

３ 区分を連続して使用する場合は、最も早い区分の使用時間の始めから最も遅い区

分の使用時間の終わりまでの時間を使用するものとする。ただし、日をまたいで

使用することはできない。 

４  登録団体がクッキングルームの水道及びＩＨヒーターを使用する場合は、専用

使用許可を受けなければならない。また、専用使用後は、実費相当額として１回

の使用あたり２２０円を速やかに納付しなければならない。この場合において、

使用時間の区分を連続して使用する場合は、１回の使用として扱うものとする。 



第１号様式（第８条関係） 

 

四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録申請書 

年  月  日 

   四日市市長 

申請者氏名              

 

  四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則第８条に基づき、下記のとおり申請し

ます。 

登録区分 □ 新規       □ 更新 

登

録

を

行

う

団

体 

フリガナ  

名称  

法人格の有無 □ 有（          法人 ）  □ 無 

主たる事務所の所在地 

及び連絡先 
 
※法人格有の場合に記載 

電話  （    ）   －      
E-mail  

主な活動目的及び活動内
容 

 

当該年度の実施計画 
（子どもに関わる事業の
計画の内容） 

 

過去１年間の活動におけ
る子どもに関わる事業の
実績内容 
※更新申請の場合に記載 

 

団

体

構

成

員 

フリガナ  

代表者氏名  

代表者住所及び連絡先 
電話  （    ）   －      
E-mail  

代表者勤務先又は通学先 
※市外在住の場合に記載 

 

他の団体構成員 

氏名 住所、勤務先又は通学先 

  

  

  

  

※欄内に収まらない場合は、別紙添付も可 



第２号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

四日市市長        印 

 

 

四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録（不登録）決定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった四日市市こども子育て交流プラザ使用団

体の登録については、四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則第８条第２項の規定

により、下記のとおり団体登録（不登録）を決定したので通知します。 

 

記 

 

 １ 登録を認める。 

 

  (１) 名称 

  (２) 代表者氏名 

  (３) 登録番号 

  (４) 登録有効期間 

 

 ２ 登録を認めない。 

   理由 

 

 

 

 

 

 ＜不服の申立て＞ 

   この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に

四日市市長に対して、審査請求をすることができます。 

   この決定の取消しの訴えは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四

日市市を被告として（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、

提起することができます（なお、この決定があったことを知った日から６か月以内であっ

ても、決定の日から１年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなく

なります。）。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に

審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（なお、決定

があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 



第３号様式（第８条関係） 

 

四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録事項変更届 

 

年  月  日 

   四日市市長 

登録団体 

名称                   

 

代表者                  

（連絡先）     （担当者名）     

 

 
  次のとおり四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録を受けた事項を変更したの

で、四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則第８条第４項の規定により届け出ま

す。 

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

１ 名称 
（変更前） 

２ 
主たる事務所の所在地及び連

絡先 

３ 法人格の有無 

４ 代表者氏名 
（変更後） 

５ 代表者住所及び連絡先 

６ 他の団体構成員 

変 更 年 月 日 年   月   日   

 備考 １ 該当項目番号に○を付すこと。 

    ２ 変更内容がわかる書類を添付すること。 

３ 変更の日から10日以内に届け出ること。 

    ４ 四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録決定通知書を添付すること。 



第４号様式（第８条関係） 

四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録廃止（休止・再開）届 

 

年  月  日 

   四日市市長 

登録団体 

名称                   

 

代表者                  

（連絡先）     （担当者名）     
 

 

  次のとおり四日市市こども子育て交流プラザ使用団体の廃止（休止・再開）をしたの

で、四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則第８条第５項の規定により届け出ま

す。 

廃止、休止又は再開した年月日 年  月  日  

廃 止 又 は 休 止 し た 理 由  

休 止 予 定 期 間 年  月  日～   年  月  日  

 備考 

１ 廃止、休止又は再開の日から10日以内に届け出ること。 

２ 四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録決定通知書を添付すること 



第５号様式（第１２条関係） 

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許可申請書 

 

年  月  日 

   四日市市長 

申請する登録団体 

登録番号                  

名称                    

代表者                   

（連絡先）      （担当者名）     

四日市市こども子育て交流プラザ施設の使用の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

使 用 目 的 

行 事 の 名 称  

行 事 の 内 容  

行事の対象者 
□ 乳幼児（と保護者）  □ 小学生  □ 中高生 
 
□ その他（                  ） 

使用予定人員      人（ 参加者の公募  □ 有  □ 無 ） 

使 用 日 時

及 び 

使 用 施 設 

年 月 日（曜） 使用施設名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

持 込 設 備 

 

会 場 責 任 者 
 

□申請者と同じ 

住所 

氏名                連絡先 

備考 
 １ クッキングルームを使用する場合は、実費として光熱水費相当分（１回の使用につき220円）

を使用終了後速やかに納付すること。 
２ 夜間２にクッキングルームを使用する場合は、水道及びＩＨヒーターを使用しないこと。 



第６号様式（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許可書 

 

（登録番号）              

（名称）                

（代表者）              様 

   四日市市長         印 

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設の使用を次のとおり許可します。 

使 用 目 的 

行 事 の 名 称  

行 事 の 内 容  

行事の対象者 
□ 乳幼児（と保護者）  □ 小学生  □ 中高生 
 
□ その他（                  ） 

使用予定人員      人（ 参加者の公募  □ 有  □ 無 ） 

使 用 日 時

及 び 

使 用 施 設 

年 月 日（曜） 使用施設名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

持 込 設 備 
 

会 場 責 任 者 
 

□申請者と同じ 

住所 

氏名                連絡先 

 

使用許可の条件  

【四日市市こども子育て交流プラザ使用上の注意】 

・必ず使用許可書を所持し、係員等に提示してその指示に従うこと。 

・使用時間を厳守し、終了後は、設備等を原状に復し、係員の点検を受けること。 

・あらかじめ使用を認められた掲示板等以外の場所に張り紙、くぎ打ちなどをしないこと。 

・許可を受けた施設、備品設備以外のものを使用しないこと。 

・四日市市こども子育て交流プラザ条例及び同条例施行規則を遵守すること。 

・クッキングルームを使用する場合は、実費として光熱水費相当分（１回の使用につき220円）を使用終了後

速やかに納付すること。 

・夜間２にクッキングルームを使用する場合は、水道及びＩＨヒーターを使用しないこと。 



第７号様式（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用不許可通知書 

 

（登録番号）              

（名称）                

（代表者）              様 

   四日市市長         印 

 

年  月  日に申請のあった四日市市こども子育て交流プラザ施設の使用について

は、下記の理由により不許可としましたので通知します。 

使 用 目 的 

行 事 の 名 称  

行 事 の 内 容  

行事の対象者 
□ 乳幼児（と保護者）  □ 小学生  □ 中高生 
□ その他（                  ） 

使用予定人員      人（ 参加者の公募  □ 有  □ 無 ） 

使 用 日 時

及 び 

使 用 施 設 

年 月 日（曜） 使用施設名 
使 用 時 間 区 分 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

・ ・ （ ）      

持 込 設 備  

会 場 責 任 者 
 

□申請者と同じ 

住所 

氏名                連絡先 

 

不許可の理由 

 

 

 ＜不服の申立て＞ 

   この決定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に四日市市長に

対して、審査請求をすることができます。 

   この決定の取消しの訴えは、この通知書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に四日市市を被告

として（訴訟において四日市市を代表するものは四日市市長となります。）、提起することができます

（なお、この決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過すると

この決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査

請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます

（なお、決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過するとこの

決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 



第８号様式（第１５条関係） 

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更（取消）許可申請書 

 

年  月  日 

   四日市市長 

申請する登録団体 

名称                    

代表者                   

（連絡先）      （担当者名）     

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設の使用変更（取消）許可を受けたいので、次のと

おり申請します。 

使 用 許 可 年 月 日 年  月  日 使 用 許 可 番 号 第    号 

許可を受けた施設 
 

使 用 日 時 
 

行 事 の 名 称 
 

変更（取消）理由 

 

変 更 内 容 

 

 備考 四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許可書を添付すること。 



（こども未来部こども未来課） 

 

 

第９号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更（取消）許可書 

 

（登録番号）              

（名称）                

（代表者）              様 

 

   四日市市長         印 

 

四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更（取消）を次のとおり許可します。 

使 用 許 可 年 月 日 年  月  日 使 用 許 可 番 号 第    号 

許可を受けた施設 
 

使 用 日 時 
 

行 事 の 名 称 
 

変更（取消）理由 

 

変 更 内 容 

 

 


